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第１ 結論 

本件請求に関して監査を実施する過程で判明した事実から、本件請求が住民監査請求の

要件を満たしていないものとし、以降の本案審理を行わないことを、合議により決定しま

した。 

 

第２ 請求の概要 

１ 請求人 

（略） 

 

２ 請求書の提出日 

令和２年10月１日 

 

３ 請求の内容 

請求の内容は、別紙１のとおりです。 

 

第３ 監査の実施 

１ 監査対象事項の決定 

横浜熱闘倶楽部への占用許可に基づき、平成24年度から平成27年度までに中区内に掲出

された横浜 DeNA ベイスターズの選手の写真等が印刷されたバナーフラッグ（以下「本件

バナーフラッグ」といいます。）に係る道路占用料のうち、減免相当額を横浜市（以下

「市」といいます。）が徴収していないことが、違法又は不当に公金の賦課徴収を怠る事

実に該当するかを監査対象事項としました。 

 

２ 監査対象区局の決定 

道路局、中区及び市民局を監査対象区局としました。 

 

３ 証拠の提出及び陳述の聴取 

監査委員は、地方自治法（以下「法」といいます。）第242条第７項の規定に基づき、

請求人に証拠の提出及び陳述の機会を設けました。請求人は、令和２年10月29日に陳述を
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行いました。  

また、同日に、道路局及び中区から見解書（別紙２のとおり）の提出を受けるとともに、

同区局職員から陳述を聴取しました。 

聴取した陳述内容は、別紙３のとおりです。 

 

４ 事実関係の確認 

請求人からの提出書面及び請求人の陳述、監査対象区局からの提出書面及び監査対象区

局の陳述並びに監査委員の調査により、監査対象事項について、次の事実を認めました。 

 

 (1) 道路占用許可の根拠規定について 

道路法（昭和27年法律第180号）第32条は、道路上に工作物等を掲出し、道路を継続

して使用する場合の占用許可の手続について、次のとおり規定しています。 

道路法施行令（昭和27年政令第479号）第７条は、道路法第32条第１項第７号で定め

る工作物等に該当するものについて、次のとおり規定しています。 

 

 

 

道路局及び中区によれば、本件バナーフラッグは道路法施行令第７条第１号の「幕」

に該当するとのことです。 

 

 

道路法 

（道路の占用の許可） 

第32条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して

道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならな

い。 

（第１号から第６号まで省略） 

七 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工

作物、物件又は施設で政令で定めるもの 

２ 前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道

路管理者に提出しなければならない。 

 （第１号から第７号まで及び第３項から第５項まで省略） 

（道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等） 

第７条 法第32条第１項第７号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げる

ものとする。 

一 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ 

（第２号から第13号まで省略） 
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(2) 道路占用料の徴収及び減免の根拠規定について 

道路法第39条は、道路占用料の徴収について、次のとおり規定しています。 

横浜市道路占用料条例（昭和32年３月横浜市条例第９号。以下「占用料条例」といい

ます。）第６条は、道路占用料の減免について、次のとおり規定しています。 

道路局及び中区によれば、占用料条例に基づく道路占用料の減免の取扱いについて、

横浜市道路占用料減免取扱要領（以下「取扱要領」といいます。）を制定し、これに基

づき審査を行い、減免の可否を決定しているとのことです。 

  

道路法 

（占用料の徴収） 

第39条 道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。ただ

し、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で地方財政法（昭和

23年法律第109号）第６条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、

この限りでない。 

２ 前項の規定による占用料の額及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体

の条例（指定区間内の国道にあつては、政令）で定める。但し、条例で定める場

合においては、第35条に規定する事業及び全国にわたる事業で政令で定めるもの

に係るものについては、政令で定める基準の範囲をこえてはならない。 

横浜市道路占用料条例 

（占用料の減免及び返還） 

第６条 市長は、占用が次の各号の一に該当すると認めたときは、占用者の申請に

より占用料の一部または全部を免除することができる。 

(1) 法第39条第２項ただし書に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)

第６条に規定する事業を行なうため占用するもの。 

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を

行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事

業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設 

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板

その他の物件 

(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第１項

に規定する都市計画として決定された路外駐車場 

(5) 前各号のほか市長が特に必要であると認めるもの。 

（第２項及び第３項省略） 
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横浜市道路占用料減免取扱要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、横浜市道路占用料条例第６条の規定による道路占用料の減免

の取扱いについて、その手続及び減免率等を定めるものである。 

（対象） 

第２条 道路占用料の減免の対象及び減額の額は、別表１（免除）及び別表２（減

額）を基準として、減免の額については、そのつど市長が定める。 

（申請） 

第３条 占用者が、道路占用料の減免を受けようとする場合には、「道路占用料減免

申請書」（様式１）により、道路管理者に申請しなければならない。 

２ 道路占用料減免の申請は、道路占用許可申請と併せて提出しなければならない。 

 

【横浜市道路占用料減免取扱要領 別表－２ 改正経緯】 

 

◎平成19年10月１日から平成25年３月31日まで 

（別表－２）（抜粋） 

２ 一部免除するもの 
区分 物件 要件 減免率又は占用料額 

条例第６条第１項第５

号に該当するもの 

(14)イベント等 横浜市が共催又は後

援するイベント等 

50％を限度とする。 

 

◎平成25年４月１日から平成26年３月31日まで 

（別表－２）（抜粋） 

２ 一部免除するもの 
区分 物件 要件 減免率又は占用料額 

条例第６条第１項第５

号に該当するもの 

(13)イベント等 横浜市が共催又は後

援するイベント等 

50％を限度とする。 

 

◎平成26年４月１日から平成27年３月31日まで 

（別表－２）（抜粋） 

２ 一部免除するもの 
区分 物件 要件 減免率又は占用料額 

条例第６条第１項第５

号に該当するもの 

(13)イベント等 横浜市が後援する事

業・イベント等 

50％を限度とする。 

 

◎平成27年４月１日から平成28年３月31日まで 

（別表－２）（抜粋） 

２ 一部免除するもの 
区分 物件 要件 減免率又は占用料額 

条例第６条第１項第５

号に該当するもの 

(13)イベント等 横浜市が後援するイ

ベント等 

50％を限度とする。 
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(3) 本件バナーフラッグの掲出に係る道路占用許可について 

下表のとおり、平成24年度から平成27年度までの間に横浜熱闘倶楽部から中区に本件

バナーフラッグの掲出に係る道路占用許可申請があり、中区により道路占用許可が行わ

れていることが認められます。 

 占用許可申請日 占用許可日 占用許可期間 占用場所 

平成24年度 

文書廃棄済みのため不明 平成25年度 

平成26年度 

平
成
27
年
度 

平成27年 

３月24日 

平成27年 

３月26日 

平成27年 

３月31日～６月30日 

ベイスターズ通り 

他３ヶ所 

３月24日 ３月26日 ５月18日～８月17日 日本大通り 

他１ヶ所 

６月16日 ６月17日 ７月１日～９月30日 ベイスターズ通り 

他２ヶ所 

６月16日 ６月17日 ８月18日～11月17日 日本大通り 

６月16日 ６月25日 ７月１日～９月30日 伊勢佐木モール 

９月11日 ９月24日 10月１日～11月30日 伊勢佐木モール 

９月11日 ９月16日 11月18日～11月30日 日本大通り 

９月11日 ９月16日 10月１日～11月30日 ベイスターズ通り 

他２ヶ所 

11月16日 11月27日 12月１日～２月28日 伊勢佐木モール 

11月16日 11月27日 12月１日～２月28日 ベイスターズ通り 

他５ヶ所 

また、中区によると、平成28年度以降は、横浜熱闘倶楽部からバナーフラッグの掲出

に係る道路占用許可申請はされていないとのことです。 

 

(4) 道路占用許可に係る道路占用料の減免について 

取扱要領第３条の規定に基づき、上記(3)の道路占用許可申請と併せて、下表のとお

り、横浜熱闘倶楽部から中区に道路占用料減免申請があり、中区により道路占用料の減

免が行われていることが認められます。中区は、本件バナーフラッグの掲出に伴う道路

占用料の減免について、市民局から副申書が提出されていることから、占用料条例第６

条第１項第５号「市長が特に必要であると認めるもの」の判断基準である取扱要領（別

表－２）の「横浜市が後援するイベント等」に該当すると判断し、減免を行ったとのこ

とです。  
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 減免申請日 減免を行った日 減免額 

平成24年度 

文書廃棄済みのため不明 平成25年度 

平成26年度 

平
成
27
年
度 

平成27年 

３月24日 

平成27年 

３月26日 

 

160,600円 

３月24日 ３月26日 51,150円 

６月16日 ６月17日 115,500円 

６月16日 ６月17日 31,350円 

６月16日 ６月25日 70,950円 

９月11日 ９月24日 24,200円 

９月11日 ９月16日 10,450円 

９月11日 ９月16日 77,000円 

11月16日 11月27日 70,950円 

11月16日 11月27日 607,200円 

 

第４ 監査委員の判断 

以上を踏まえ、監査委員は、次のとおり判断しました。 

 

市が公法上の債権を免除することが、法第242条にいう財務会計行為に該当するか否か、

また、該当した場合に住民監査請求の期間制限の基準日がいつになるかに関して、宇都宮

地裁平成10年５月14日判決は、固定資産税の免除に関する住民監査請求について「怠る事

実の中には、財務会計行為に基づいて発生した請求権についてその管理を怠る場合のよう

に、怠る事実の前提として具体的な財務会計行為が存在し、怠る事実の存否を決する前提

として必然的にその財務会計行為の違法の有無を問題とせざるを得ない場合がある」とし、

「右の場合には、怠る事実についての監査請求であっても、前提たる財務会計行為を基準

として期間制限を適用するのが相当である。」と判示しています。そのうえで、固定資産

税の免除に関し「右免除は、一旦発生し、確定した具体的租税債権という地方公共団体の

「財産」を放棄することで「処分」したものというべきであるから、地方自治法242条に

いう財務会計行為に該当する。…（中略）…本件の場合においても、前提たる財務会計行

為の免除を基準として期間制限を適用するのが相当であり、前記認定の事実からすれば、

本件の監査請求が監査請求期間を徒過していることは明白である。」と判示しています

（控訴審の東京高裁平成11年９月21日判決も同判断を維持）。 

前記宇都宮地裁平成10年５月14日判決及びその控訴審である東京高裁平成11年９月21日
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判決を踏まえると、本件請求において平成24年度から平成27年度にかけて行われた道路占

用料の減免は、一旦発生した道路占用料という公法上の債権の一部を放棄することで、財

産を処分したものであると解されることから、減免を行うこと自体が本件請求における財

務会計行為に該当し、減免を行った日を基準として住民監査請求の期間制限を適用するこ

ととなります。 

中区によれば、市が平成27年度において本件バナーフラッグの掲出に係る道路占用許可

を最後に行った日は、前記第３の４(3)に記載のとおり、平成27年11月27日であるとのこ

とであり、平成28年度以降は横浜熱闘倶楽部からバナーフラッグの掲出に係る道路占用許

可申請はされていないとのことです。したがって、平成27年11月27日より後に、横浜熱闘

倶楽部に対する、バナーフラッグの掲出に係る道路占用料の減免は行われていないことが

認められます。 

住民監査請求の期間制限について定めた法第242条第２項は「当該行為のあつた日又は

終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由

があるときは、この限りでない。」と規定しており、本件請求時点においては、住民監査

請求の期間制限の基準日となる道路占用料の減免を行った日から既に一年を経過している

ことは明らかです。また、法第242条第２項の「正当な理由」について、最高裁平成14年

９月12日判決は「「正当な理由」の有無は、特段の事情のない限り、普通地方公共団体の

住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ることができたか

どうか、また、当該行為を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求を

したかどうかによって判断すべきものである（最高裁昭和62年（行ツ）第76号同63年４月

22日第二小法廷判決・裁判集民事154号57頁参照）。そして、このことは、当該行為が秘

密裡にされた場合に限らず、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽く

しても客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を知ることが

できなかった場合にも同様であると解すべきである。」と判示しています。この最高裁判

決を踏まえると、本件請求が一年を経過したことにつき正当な理由を認めるに足りる客観

的事情も 窺
うかが

えません。 

 

したがって、本件請求は、住民監査請求の請求期限を経過してなされたものであり、法



８ 

 

 

第242条に規定している住民監査請求の要件を満たしていないものと判断しました。 

 

 

 

 

 

 

【参考】判断の根拠とした書類 

(1) 道路局及び中区 

 見解書 

(2) 中区 

回答書（令和２年11月11日及び11月17日） 

(3) 市民局 

「バナー・フラッグ掲出に関する副申について」（平成27年３月20日決裁 市ス第

1440号） 
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